
第
八
章
　
教
団
の
社
会
活
動
　

そ
の
概
要

昨
年
２
月
に
本
願
寺
出
版
社
よ
り
刊
行
し
ま

し
た
『
増
補
改
訂 

本
願
寺
史
』
第
４
巻
第
八

章
は
、
本
願
寺
教
団
の
社
会
活
動
に
つ
い
て
、

次
の
構
成
で
記
述
し
て
い
ま
す
。

一　

社
会
福
祉
事
業

二　

教
誨
・
更
生
保
護
事
業

三　

災
害
支
援
活
動

以
下
、
順
に
内
容
を
概
括
し
て
い
き
ま
す
。

▼
社
会
福
祉
事
業

戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総

司
令
部
）
は
日
本
政
府
に
対
し
て
、
社
会
福
祉

法
制
度
に
お
け
る
軍
事
色
の
一
掃
と
民
主
化
を

求
め
ま
し
た
。
１
９
４
６
（
昭
和
21
）
年
か
ら

１
９
５
０
（
昭
和
25
）
の
間
に
生
活
保
護
法
・

児
童
福
祉
法
・
身
体
障
害
者
福
祉
法
・
新
生
活

保
護
法
が
制
定
さ
れ
、
戦
後
日
本
の
公
的
社
会

福
祉
制
度
の
骨
格
が
形
づ
く
ら
れ
ま
し
た
。

本
願
寺
で
は
１
９
４
５
（
昭
和
20
）
年
11
月
、

宗
務
所
内
に
同
朋
互
助
門
末
共
励
事
務
所
を
設

け
、
飢
餓
状
態
に
あ
る
国
民
・
戦
災
者
の
救
助

を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
た
、
政
府
の
救
済
が
届

き
に
く
い
海
外
か
ら
の
引
揚
者
に
対
し
、
慰
問

使
の
派
遣
や
全
国
寺
院
へ
人
事
相
談
所
の
開

設
、
住
居
相
談
、
就
職
斡
旋
な
ど
の
救
援
に
積

極
的
に
取
り
組
む
よ
う
指
示
し
、
住
職
ら
も
民

生
委
員
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。

１
９
５
１
（
昭
和
26
）
年
に
社
会
福
祉
事
業

法
が
制
定
さ
れ
、
社
会
福
祉
事
業
の
公
共
性
が

明
確
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
戦
前
か
ら

寺
院
で
経
営
し
て
い
た
保
育
所
な
ど
の
社
会
福

祉
施
設
の
法
人
化
が
進
み
ま
し
た
。
こ
の
当
時

は
、
保
育
所
が
圧
倒
的
多
数
で
し
た
が
、
１
９

９
９
（
平
成
11
）
年
の
介
護
保
険
法
施
行
に
と

も
な
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
お
こ
な
う
高

齢
者
福
祉
施
設
が
急
増
し
ま
し
た
。

１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
に
『
浄
土
真
宗
福

祉
白
書
（
五
十
二
年
版
）』
が
発
行
さ
れ
、
浄
土

真
宗
社
会
福
祉
基
本
要
項
（
案
）
が
提
示
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
要
項
は
、
１
９
９
６
（
平
成
８
）

年
に
全
面
改
訂
さ
れ
、
新
た
に
浄
土
真
宗
社
会

福
祉
基
本
要
綱
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
９
２
（
平
成
４
）
年
、
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
関
係
高
齢
者
福
祉
施
設
連
絡
協
議
会
（
の

ち
、
高
齢
者
施
設
連
絡
協
議
会
と
改
称
）
が
発
足

し
、
２
０
０
５
（
平
成
17
）
年
に
は
、
全
国
児

童
養
護
施
設
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
協
議
会
が
結

成
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
か
ら
は
、
本
願
寺

『
増
補
改
訂 

本
願
寺
史
』
第
４
巻
刊
行
に
あ
た
っ
て
（
第
９
回
）
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教
学
部
内
に
医
療
と
宗
教
（
伝
道
）
に
関
す
る

専
門
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
ビ
ハ
ー
ラ
（
仏
教

ホ
ス
ピ
ス
）
研
究
会
（
の
ち
、
ビ
ハ
ー
ラ
実
践
活

動
研
究
会
と
改
称
）
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
各

教
区
で
の
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
も
活
発
化
し
、
１
９

９
６（
平
成
８
）年
に
は
全
教
区
に
教
区
ビ
ハ
ー

ラ
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

▼
教
誨
・
更
生
保
護
事
業

戦
後
、「
信
教
の
自
由
」
の
原
則
に
基
づ
き
、

受
刑
者
の
宗
教
上
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、
宗
教

教
誨
は
各
教
宗
団
が
お
こ
な
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

１
９
５
０
（
昭
和
25
）
年
、
仮
釈
放
者
や
満

期
釈
放
者
、
起
訴
猶
予
者
な
ど
を
対
象
に
緊
急

適
切
な
更
生
保
護
を
図
る
た
め
、
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
更
生
保
護
事
業
協
会
が
発
足
し
ま
し

た
。
女
子
釈
放
者
の
保
護
事
業
に
取
り
組
む
こ

と
に
な
り
、
更
生
緊
急
保
護
法
の
も
と
、
更
生

保
護
会
を
設
立
し
、
女
子
釈
放
者
の
保
護
施
設

「
西
本
願
寺
白
光
荘
」（
現
在
は
京
都
市
右
京
区
）

を
開
設
し
ま
し
た
。

１
９
５
６
（
昭
和
31
）
年
、
全
国
教
誨
師
連

盟
が
発
足
し
、
勝
如
宗
主
が
会
長
に
就
任
し
ま

し
た
。
財
団
法
人
認
可
後
は
、
勝
如
宗
主
は
総

裁
に
就
任
し
、
退
任
後
は
即
如
宗
主
、
専
如
門

主
が
総
裁
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。

１
９
７
１
（
昭
和
46
）
年
、
教
誨
師
養
成
に

重
点
を
置
い
た
、
宗
門
矯
正
保
護
事
業
協
議
会

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
本
願
寺
は
教
誨

師
を
対
象
に
研
修
会
を
開
催
。
１
９
７
４
（
昭

和
49
）
年
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
矯
正
教
化
連

盟
発
会
式
を
お
こ
な
い
、
教
誨
師
活
動
や
各
管

区
の
定
期
的
な
交
流
を
目
的
と
し
た
『
教
誨
通

信
』
も
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

龍
谷
大
学
で
は
、
１
９
５
２
（
昭
和
27
）
年

度
よ
り
文
学
部
で
矯
正
講
座
を
開
設
し
、
１
９

５
４
年
度
よ
り
全
国
で
初
と
な
る
４
か
年
課
程

と
し
、
１
９
５
８
（
昭
和
33
）
年
に
終
了
し
ま

し
た
。

教
誨
師
の
後
継
者
養
成
を
重
視
し
た
本
願
寺

は
、
龍
谷
大
学
に
矯
正
課
程
の
再
開
を
要
請
。

龍
谷
大
学
は
、
１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
度
か

ら
龍
谷
講
座
と
し
て
全
学
部
を
対
象
と
し
た
矯

正
課
程
を
開
講
す
る
と
同
時
に
、
矯
正
課
程
の

充
実
と
矯
正
事
業
促
進
を
は
か
る
た
め
、
本
願

寺
と
協
同
で
矯
正
課
程
研
究
会
（
の
ち
、
矯
正
・

保
護
研
究
会
と
改
称
）
を
発
足
さ
せ
、
翌
年
に

は
『
矯
正
講
座
』
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
０
２
（
平
成
14
）
年
、
龍
谷
大
学
矯
正
・

保
護
研
究
セ
ン
タ
ー
が
開
設
し
ま
し
た
。
２
０

１
０
（
平
成
22
）
年
に
は
、
矯
正
保
護
に
関
す

る
教
育
・
研
究
・
社
会
貢
献
を
総
合
的
に
推
進

す
る
た
め
に
、
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
総
合
セ

ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

▼
災
害
支
援
活
動

本
願
寺
で
は
、
１
９
４
６
（
昭
和
21
）
年
の
南

海
地
震
、
１
９
４
８
（
昭
和
23
）
年
の
福
井
地

震
、
１
９
５
３
（
昭
和
28
）
年
の
西
日
本
水
害

な
ど
、
全
国
各
地
で
起
こ
っ
た
自
然
災
害
に
対

し
て
、
慰
問
や
義
援
金
・
救
援
物
資
を
送
る
な

ど
の
支
援
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。

１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
、
宗
派
に
所
属
す

る
寺
院
・
教
会
の
相
互
共
済
を
目
的
に
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
共
済
会
が
設
立
さ
れ
、
死
亡
弔

慰
金
や
火
災
見
舞
金
が
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
大
規
模
自
然
災
害
が
頻
発
す
る
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な
か
、
本
願
寺
は
必
要
に
応
じ
て
災
害
対
策
本

部
を
設
置
し
、
義
援
金
募
集
・
救
援
物
資
の
手

配
・
配
送
な
ど
に
尽
力
し
ま
し
た
。

１
９
７
３
（
昭
和
48
）
年
、
災
害
対
策
基
本
規

程
が
成
立
し
、
そ
の
後
数
度
の
改
正
を
経
て
、

２
０
０
２
（
平
成
14
）
年
に
宗
門
災
害
対
策
基

本
規
程
が
発
布
さ
れ
ま
す
。
こ
の
規
程
で
は
、

災
害
対
策
委
員
会
と
災
害
対
策
金
庫
の
設
置
が

明
文
化
さ
れ
、
被
災
寺
院
な
ど
へ
の
救
援
・
復

興
資
金
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
９
８
０
（
昭
和
55
）
年
に
は
、
伝
灯
奉
告

法
要
記
念
と
し
て
寺
院
災
害
共
済
規
程
が
成
立

し
て
災
害
共
済
制
度
が
確
立
し
、
災
害
見
舞
金

や
災
害
補
償
金
の
給
付
、
修
復
資
金
の
貸
付
を

す
る
、
い
わ
ば
積
立
方
式
に
よ
る
災
害
保
険
が

発
足
し
ま
し
た
。

１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
、
淡
路
島
を
震
源

地
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
二
を
記
録
し

た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ

の
震
災
を
契
機
に
、
災
害
対
策
基
本
規
程
の
一

部
を
変
更
し
、
激
甚
災
害
や
大
規
模
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
は
、
災
害
対
策
本
部
を
設
置

し
、
救
援
復
興
対
策
が
恒
常
的
に
お
こ
な
え
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
災
害
対
策
金
庫
が

設
置
さ
れ
、
復
興
の
た
め
の
資
金
が
、
寺
院
に

貸
し
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

全
国
か
ら
は
義
援
金
、
救
援
物
資
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
な
ど
多
大
な
支
援
が
展

開
さ
れ
、
全
国
の
僧
侶
・
仏
教
青
年
会
・
仏
教

婦
人
会
・
仏
教
壮
年
会
会
員
な
ど
も
多
く
参
加

し
て
支
援
に
あ
た
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
本
願
寺
で
は
、
財
政
面
で
の
支
援
だ

け
で
な
く
、
浄
土
真
宗
ビ
ハ
ー
ラ
救
援
セ
ン

タ
ー
事
務
局
を
設
置
し
、
被
災
者
の
心
の
ケ
ア

に
も
あ
た
り
ま
し
た
。

 

本
願
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史
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『
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史
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Ａ
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ペ
ー
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※
ご
注
文
は
本
願
寺
出
版
社
ま
で

『増補改訂 本願寺史』第４巻刊行にあたって
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